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一　

概
説

　

１　

改
正
の
成
立
経
緯

　
　
�
　

国
際
電
気
通
信
衛
星
機
構
（
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
）
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
通
信
衛
星
を
利
用
す
る
国
際
電
気
通
信
網
に
よ
り
、
世
界
の
す

べ
て
の
地
域
に
対
し
て
通
信
手
段
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
昭
和
四
十
八
年
（
千
九
百
七
十
三
年
）
に
「
国
際
電
気
通
信
衛
星
機
構
（
イ
ン
テ

ル
サ
ッ
ト
）
に
関
す
る
協
定
」
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
国
際
機
関
で
あ
る
。
我
が
国
は
、
昭
和
四
十
七
年
（
千
九
百
七
十
二
年
）
に
同
協
定
を
締
結
し
た
。

機
構
の
加
盟
国
は
、
本
年
二
月
六
日
現
在
、
百
四
十
八
箇
国
に
達
し
て
い
る
。

　
　
�
　

近
年
、
国
際
衛
星
通
信
の
分
野
は
、
各
国
に
お
け
る
通
信
自
由
化
の
流
れ
や
通
信
技
術
の
急
速
な
進
歩
を
受
け
て
、
民
間
企
業
の
参
入
、
海
底
光
ケ
ー

ブ
ル
等
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
に
よ
り
競
争
が
激
化
し
、
そ
の
情
勢
が
急
速
に
変
化
し
て
い
る
。

　
　
�
　

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
、
機
構
が
そ
の
宇
宙
シ
ス
テ
ム
を
移
転
す
る
会
社
を
監
督
し
、
会
社
に
よ
る
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
接
続
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
等
の
中
核
的
な
原
則
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
に
機
構
の
目
的
、
構
成
等
を
変
更
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
改
正
案
が
、
平
成
十
二
年
（
二
千
年
）

十
一
月
に
開
催
さ
れ
た
第
二
十
五
回
締
約
国
総
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
。
な
お
、
同
締
約
国
総
会
で
、
各
締
約
国
は
改
正
発
効
ま
で
の
間
、
自
国
の
憲

法
及
び
法
令
の
範
囲
内
で
こ
の
改
正
の
内
容
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。

　

２　

改
正
の
受
諾
の
意
義

　
　
　

こ
の
改
正
は
、
機
構
が
そ
の
宇
宙
シ
ス
テ
ム
を
移
転
す
る
会
社
を
監
督
す
る
等
の
た
め
に
、
機
構
の
目
的
、
構
成
等
を
変
更
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
我
が
国
が
こ
の
改
正
を
受
諾
し
て
そ
の
早
期
発
効
に
寄
与
す
る
こ
と
は
、
国
際
衛
星
通
信
の
発
展
に
資
す
る
と
の
見
地
か
ら
有
意
義
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
。

　

３　

改
正
の
受
諾
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務

　
　
　

こ
の
改
正
の
受
諾
に
よ
っ
て
新
た
な
措
置
を
と
る
義
務
は
生
じ
な
い
。

　

４　

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

　
　
　

こ
の
改
正
は
、
国
際
衛
星
通
信
分
野
の
情
勢
の
急
速
な
変
化
に
対
応
し
て
、
機
構
を
組
織
改
革
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
世
界
の
電
気
通
信

分
野
に
お
い
て
主
要
な
地
位
を
占
め
る
我
が
国
と
し
て
も
、
こ
の
改
正
の
法
的
基
盤
を
早
期
に
安
定
さ
せ
る
た
め
に
、
こ
の
改
正
を
受
諾
し
て
そ
の
早
期
発

一



効
に
寄
与
し
、
国
際
衛
星
通
信
分
野
の
更
な
る
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

二　

改
正
の
内
容

　
　

こ
の
改
正
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

１　

機
構
は
、
会
社
が
中
核
的
な
原
則
、
す
な
わ
ち
、
全
世
界
的
な
接
続
及
び
全
世
界
的
な
範
囲
を
維
持
し
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
接
続
の
対
象
と
な
る
顧
客
に
業

務
を
提
供
し
、
会
社
の
シ
ス
テ
ム
へ
の
無
差
別
の
ア
ク
セ
ス
を
提
供
す
る
と
い
う
原
則
を
履
行
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
（
第
三

条
）
。

　

２　

機
構
は
、
会
社
が
中
核
的
な
原
則
を
履
行
す
る
こ
と
を
監
督
す
る
た
め
、
会
社
と
公
的
業
務
契
約
を
締
結
す
る
（
第
五
条
）
。

　

３　

改
正
後
は
、
会
社
が
国
際
公
衆
電
気
通
信
業
務
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
宇
宙
部
分
の
企
画
、
運
用
及
び
維
持
、
運
用
協
定
（
各
締
約
国
が
指
定

す
る
電
気
通
信
事
業
体
等
の
間
で
締
結
さ
れ
る
文
書
で
あ
っ
て
機
構
の
運
営
、
財
政
及
び
技
術
上
の
細
目
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
）
等
に
係
る
現
行
協
定
の

規
定
は
削
除
さ
れ
る
。

三　

改
正
の
効
力
発
生

　
　

こ
の
改
正
は
、
現
行
協
定
第
十
七
条�
及
び�
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
��
 

又
は
��
 

の
国
か
ら
改
正
の
承
認
、
受
諾
又
は
批
准
の
通
告
を
寄
託
政
府
が

受
領
し
た
後
九
十
日
で
す
べ
て
の
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
。

　
　

��
 
　

こ
の
改
正
案
の
採
択
の
日
に
締
約
国
で
あ
っ
た
国
の
三
分
の
二
。
た
だ
し
、
こ
の
三
分
の
二
の
締
約
国
又
は
そ
の
指
定
し
た
署
名
当
事
者
が
そ
の
日
に

出
資
率
の
全
体
の
三
分
の
二
以
上
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

　
　

��
 
　

こ
の
改
正
案
の
採
択
の
日
に
締
約
国
で
あ
っ
た
国
の
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

四　

改
正
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

　
　

こ
の
改
正
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。

二
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三
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三
箇
国

　
　

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
バ
ル
バ
ド
ス
、
ブ
ル
キ
ナ
・
フ
ァ
ソ
、
カ
ー
ボ
・
ヴ
ェ
ル
デ
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ャ
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中
華
人
民
共
和
国
、
コ
モ
ロ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド
ミ
ニ

カ
共
和
国
、
フ
ィ
ジ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ガ
ボ
ン
、
ギ
ニ
ア
、
ホ
ン
デ
ュ
ラ
ス
、
イ
ン
ド
、
ケ
ニ
ア
、
レ
バ
ノ
ン
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
マ
ダ
ガ
ス

カ
ル
、
モ
ー
リ
シ
ァ
ス
、
モ
ン
ゴ
ル
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
、
ル
ワ
ン
ダ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ス
ー
ダ
ン
、
ス
ワ
ジ
ラ
ン
ド
、
ス
イ
ス
、
ト
ー
ゴ
ー
、
ウ
ガ
ン
ダ
、

連
合
王
国
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ア
メ
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カ
合
衆
国
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ヴ
ァ
チ
カ
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、
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
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